
足場の組立て等特別教育（短縮３時間教育）
の開催について

記

１． （木） １３：２０ ～ １７：００ （学科・３Ｈ）

２． アピオスペース

会津若松市インター西９０番地　    ℡0242-37-2801

３． 平成２７年７月１日時点で、現に足場の組立て等の業務に従事している者

４． 会　員 ６，２００円（受講料5,400円(消費税含) ・テキスト代等800円(消費税含))

非会員 ７，２８０円（受講料6,480円(消費税含) ・テキスト代等800円(消費税含))

５． ９０名（定員に達した時は締切日前でも締め切りますので、電話等にて予約をお勧めします）

６． １１月２４日（木）から予約及び受付開始します。

７． １２月２１日（水）までに申し込み下さい。

８．
　

（１）　 直接持参（締切日まで、持参願います）
（２）　 現金書留（締切日まで、郵送願います）
（３）　 ＦＡＸ（予約とします）

９．

10. 一般社団法人　会津労働基準協会　　〒９６５－０８７２
会津若松市東栄町２－１８　　電話 ０２４２－２７－８５１１      FAX ０２４２－２７－８６０９   

11. ※ 足場の組立て等作業主任者技能講習等を修了されている方は、受講の必要はありません。

※

※

※

申 込 先

経過措置により、現に作業に従事している方は、平成２９年６月３０日までに特別教育（短
縮３時間教育）を受講して下さい。

申込後当日出席不可能となった場合の受講料等は、１２月２７日までに連絡があれば全額
を、それ以降は半額を返金いたします。

この講習は「建設労働者確保育成助成金」の対象講習です。助成金の申請を希望さ
れる事業主は、管轄安定所にお尋ね下さい。

締切日

申込要項 写真１枚(2.5㎝×3.5㎝)を貼付した申込書に受講料等を添え、⑴～⑶のいずれかの方法
にて申込下さい。なお、受講料等の納付について、銀行振込を希望される方は下記口座
にお願いします。

（ＦＡＸの場合、写真を貼付した申込書を締切日まで必ず郵送の
事。到着日が正式申込日となります。）

振込先 東邦銀行 会津支店　普通預金　№９６５３　　　一般社団法人 会津労働基準協会
　　　　　（振込手数料は、ご負担願います）

会　　場

受講資格

（平成２７年７月１日時点で、足場の組立て等の業務経験のない方が、この業務
に従事する場合は、特別教育（通常６時間教育）が必要です。）

受講料等

定　　員

受付開始日

足　場

           一般社団法人　会津労働基準協会長

平成２７年７月１日から、特別教育が新たに義務化されました。

　労働安全衛生規則の改正により、「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事する者」に対し、特

別教育を実施することが義務付けされました。

　つきましては、下記要領で標記教育を開催いたしますので、該当者を受講させますよう特段のご配意を図られ

たくご案内申し上げます。

日　　時 平成２９年１月１２日

改正 



足場の組立て等特別教育
受講申込書

（短縮３時間教育）

昭和

平成

都・道・府・県 

（都道府県名のみ書いて下さい）

〒

事業主証明

事 業 所 名

所  在  地

代表者職氏名 ㊞

注．個人や事業主本人が受講の際は、元請や業種団体等から、証明を受けて下さい。

勤 〒

務

先 　　ＴＥＬ ＦＡＸ

平成　　　　年　　　　月　　　　日

　一般社団法人 会津労働基準協会長　殿

※ 個人として申し込む方は、上部の［個人］を○で囲んでいただければ、勤務先は記入不要です。

※ 　会員　・　非会員 　及び　申込方法に〇印を付して下さい。

 会員 ・ 非会員 　直接持参  ・  現金書留   ・  ＦＡＸ   銀行振込（　　  月　  　日　予定・済）

個人で申込みの方は、記入不要です。

名　　　称

所　在　地

担当者氏名

本籍地

現住所

　ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

上記の者は、平成２７年７月１日時点で足場の組立て・解体又は変更の業務に
従事していたことを証明します。

上部のりづけ

写　真

よこ2.5㎝

たて3.5㎝

（多少の大小は可）
受講番号

※

個人

ふりがな

生年
月日氏　名

           年           月           日

足 場 


